
６月２７日に町から報告いただいた「町民の声」で、社会福祉協議会について御意見をいただきましたので、回答させていただきます。 

北栄町社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図ることを目的に「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指して活動しています。 

  「社協会費」は、趣旨に賛同していただいた町民の皆様、事業所の皆様から御協力していただているもので、御協力いただいた金額、活用内容 

については、６月末に全戸配布しました広報誌「ふれあい・７月号」で報告させていただきました。 

 「社協会費」については、今後も趣旨を説明し、町民の皆様、事業所の皆様に御協力をお願いしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

意見の概要 

 

 

対応・取り組み状況 

 

①  瀬戸の窓口に行った時、職員が机の下に携帯電話を隠してずっと

見ていた。仕事が無いのであれば辞めさせればいい。そんな職員に

税金が行くのは馬鹿らしい。ちなみにその後の対応も悪かった（上

から目線、きれいな言葉使いをしているようだが、対応の態度が横

柄で、いい加減・適当だった。心無い。）。 

 

 

 

御指摘のあった職員は、2016 年 12 月に一身上の都合により退職しま

したので、御指摘の点について本人に確認することはできませんでした

が、机の下に携帯電話を隠してずっと見ていた、ということであれば、

あってはならないことであり、深くお詫び申し上げます。 

窓口対応の職員に関わらず、職員には服務規律を守り、来訪者の方へ

の対応については親切丁寧な対応をするように指導していますが、この

ような意見があったことを職員に報告し、再度指導を行っていきます。 

 

②  香典返しを持参した際、領収書をもらった。領収書の字が汚い。

字が汚いのは仕方無いとしても、丁寧に書こうとした字でもない。

近所の人で香典返しをした人に聞いたが、その方も同じように「汚

い字だった、いい加減な字だった。」と言っていた。 

 

このような意見があったことを職員に報告し、丁寧に対応するよう

に努めます。 

 

③  いつも車いすの乗る車を運転している職員、いつも車内でたばこ

を吸い運転している。福祉施設の車って運転手がたばこを吸ってい

いんですか？運転中に携帯電話を使っているのも見ました。それが

事実であるなら、当然処分が下される内容であり、処分内容も掲載

いただきたい。 

車いす送迎車両を運転し喫煙する 3人の職員に指摘事項について確認

しました。携帯電話使用については全員が否定しましたが、喫煙につい

ては 1人の職員が利用者のおられないときでしたが喫煙していることの

確認ができましたので、今後喫煙をしないように厳しく注意・指導しま

した。 

なお、携帯電話使用については、数年前に社協監事から指摘を受け 



 

 

 

 

 

使用した職員を注意・指導するとともに、内部会議をとおして職員に注

意喚起をしました。 

また、公用車での喫煙は禁止し、交通安全に関わることについては、

毎月 2回の内部会議で注意喚起していますが、再度徹底を図ります。 

 

④  社会福祉協議会からボランティア啓発について耳にしたり、記事

を読んだりしている。そもそも「ボランティアをお願いします。」

と言っているが、社会福祉協議会の職員がボランティアをしていな

いと思う。ちなみに 2017年 4月～5月という期間で各職員が地域

でどの程度のボランティアをしているかを知りたい（もちろん村の

そうごとは除く）。 

 

2017年 4月時点での正規職員は 27人、2017年 4月～5月にボランテ

ィアをした職員は 3人で 6回です。ボランティア啓発をしている側から

すると十分な活動とはいえません、今後は今まで以上に社協内部でボラ

ンティア啓発に取り組んでまいります。 

 

⑤  社会福祉協議会の内部の職員から聞いたが、会長は、会長室に私

物のプリンターを設置し、趣味である写真を勤務中及び土日のプラ

イベートな時間に印刷しているそうです。それが事実なら、公私混

同であり、税金の使われ方・社協会費の使われ方を問いたい。また、

文化団体の会長もされているそうですが、社会福祉協議会と文化団

体とのお金の流用がなされているのか知りたい。 

 

 

 

会長は、社会福祉協議会と図書館に常設の写真の展示スペースをもち

2 ヶ月に 1 回のペースで展示替えをしています。また、社会福祉協議会

並びに町主催の様々なイベントの際に写真をとり、社会福祉協議会及び

町関係の写真を印刷しています。会長職は常勤ではなく非常勤のため、

都合の良い時間に作業をしています。 

今後、会長室では開館時間内に社会福祉協議会の行事の写真のみ印刷

します。 

なお、社会福祉協議会と文化団体とのお金の流用は一切ありません。 

 

⑥  社会福祉協議会の内部の職員から聞いたが、事務局長は社会福祉

協議会の公用車軽トラックを、地元の自治会の作業に使っているそ

うです。それが事実なら、公私混同であり、税金の使われ方・社協

会費の使われ方を問いたい。 

 

事務局長は、2013 年 6 月～2016 年 6 月までの間、自治会作業に公用

車の軽トラックを年間 3回程度借用しました。今後は、こういったこと

が無いよう厳しく指導するとともに、戒告処分とします。 

 

 

 


